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お
店
の
リ
フ
ォ
ー
ム
を

検
討
さ
れ
て
い
る
方
へ

～
ま
ち
な
か
商
店
リ
フ
ォ
ー
ム
補

助
金
を
創
設
し
ま
し
た
～

　

市
で
は
ま
ち
な
か
の
に
ぎ
わ
い

を
再
生
し
、
地
域
経
済
の
活
性
化

を
図
る
た
め
、
店
舗
を
営
む
方
又

は
空
き
店
舗
を
利
用
し
て
営
業
を

開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
方
が
お

店
の
機
能
を
維
持
し
、
又
は
向
上

さ
せ
る
た
め
の
改
装
、
改
修
、
改

装
に
付
随
す
る
設
備
の
設
置
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

補
助
金
の
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
対
象
店
舗

・
小
金
井
駅
・
自
治
医
大
駅
・
石

橋
駅
か
ら
概
ね
1
・
5
km
以
内
の

下
野
市
に
所
在
す
る
店
舗

・
店
舗
面
積
が
1
0
0
0
㎡
以
下

■
対
象
者

・
指
定
事
業
を
営
む
個
人
又
は
登

記
簿
上
の
本
店
の
所
在
地
が
市
内

に
あ
る
法
人

・
風
俗
営
業
等
の
規
制
お
よ
び
業

務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
風
俗
営
業
以
外
の
業
務
を

営
む
者

・
市
税
お
よ
び
公
共
料
金
（
上
下

水
道
料
等
市
に
納
付
す
べ
き
も

の
）
を
完
納
し
て
い
る
者

・
市
民
の
生
活
の
安
全
お
よ
び
平

穏
を
確
保
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
の
な
い
者

・
過
去
に
こ
の
補
助
金
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
者

■
対
象
事
案
（
条
件
）

・
工
事
完
了
後
３
か
月
以
内
に
営

業
を
開
始
す
る
こ
と

・
営
業
開
始
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
店
舗
を
活
用
し
営
業
を
継
続

す
る
こ
と

・
対
象
者
が
自
ら
工
事
関
連
資
材

を
購
入
し
、
施
工
す
る
改
装
等
で

な
い
こ
と

・
改
装
等
に
要
す
る
経
費
が
20
万

円
（
消
費
税
等
除
く
）
以
上
で
あ

る
こ
と

・
新
規
出
店
者
の
場
合
、
市
内
で

営
業
し
て
い
る
店
舗
を
閉
鎖
し
若

し
く
は
出
店
後
閉
鎖
す
る
予
定
で

な
い
こ
と

・
単
に
設
備
等
の
修
繕
を
す
る
も

の
で
な
い
こ
と

■
補
助
率
お
よ
び
限
度
額

〇
空
き
店
舗
開
業
者

　

補
助
率　

1
/
2

　

補
助
限
度
額　

1
0
0
万
円

〇
既
存
店
舗
営
業
者

　

補
助
率　

1
/
3

　

補
助
限
度
額　

50
万
円

■
指
定
業
種
（
日
本
標
準
産
業
分

類
に
よ
る
）

39
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
、
40
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業
、
56

各
種
商
品
小
売
業
、
57
織
物
・
衣

服
・
身
の
回
り
品
小
売
業
、
58
飲

食
料
品
小
売
業
、
59
機
械
器
具
小

売
業
、
60
そ
の
他
の
小
売
業
、
70

物
品
賃
貸
業
、
71
学
術
・
開
発
研

究
機
関
、72
専
門
サ
ー
ビ
ス
業（
他

に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）、
73
広

告
業
、
74
技
術
サ
ー
ビ
ス
業
（
他

に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）、
75
宿

泊
業
、
76
飲
食
店
、
77
持
ち
帰
り
・

配
達
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、78
洗
濯
・

理
容
・
美
容
・
浴
場
業
、
79
そ
の

他
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
、
81
学

校
教
育
、
82
そ
の
他
の
教
育
、
学

習
支
援
業
、
83
医
療
業
、
84
保
健

衛
生
、
85
社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・

介
護
事
業
、
91
職
業
紹
介
・
労
働

者
派
遣
業
、
92
そ
の
他
の
事
業
サ

ー
ビ
ス
業
、
95
そ
の
他
の
サ
ー
ビ

ス
業

■
申
請
方
法

　

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
、
交
付
申
請
の
前
に
、

資
格
認
定
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

着
工
前
に
受
給
資
格
認
定
申
請

書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し
、

補
助
金
受
給
資
格
者
の
認
定
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
類
や
認
定
後
の
手
続
き

等
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
32
）8
9
0
7

　

市
で
は
市
内
商
業
の
振
興
を
図

る
た
め
、
空
き
店
舗
活
用
事
業
奨

励
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

下
野
市
内
に
出
店
を
お
考
え
の

事
業
者
の
皆
様
、
ぜ
ひ
と
も
こ
の

制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

■
空
き
店
舗
と
は

　

か
つ
て
事
業
の
用
に
供
さ
れ
、

そ
の
後
、
移
転
や
閉
店
等
に
よ
り

閉
鎖
さ
れ
、
３
か
月
以
上
事
業
の

用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
店
舗 

■
交
付
額

・ 

事
業
を
開
始
し
た
月
か
ら
１
年

間
に
限
り
、
対
象
物
件
に
係
る

賃
借
料
（
敷
金
、
礼
金
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
除
く
。）

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額

・
限
度
額
は
60
万
円

・
奨
励
金
は
６
か
月
ご
と
に
交
付 

■
対
象
区
域　
　

市
内
全
域

■
認
定
の
要
件

・
市
内
に
お
い
て
空
き
店
舗
を
賃

借
し
て
事
業
を
開
始
す
る
方

・
１
年
以
上
営
業
を
継
続
で
き
る

方・
風
俗
営
業
等
の
規
制
お
よ
び
業

務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
風
俗
営
業
以
外
の
業
務
を

営
む
方

・
市
税
お
よ
び
公
共
料
金
（
上
下

水
道
料
等
市
に
納
付
す
べ
き
も

の
）
を
完
納
し
て
い
る
方

・
市
民
の
生
活
の
安
全
お
よ
び
平

穏
を
確
保
す
る
こ
と
を
阻
害
す
る

お
そ
れ
の
な
い
方 

■
申
請
方
法

　

奨
励
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
、
交
付
申
請
の
前
に
、

資
格
認
定
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

事
業
開
始
後
２
か
月
以
内
ま
で

に
受
給
資
格
認
定
申
請
書
に
必
要

書
類
を
添
え
て
提
出
し
、
奨
励
金

受
給
資
格
者
の
認
定
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。

　

申
請
書
類
や
認
定
後
の
手
続
き

等
詳
細
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

い
た
だ
く
か
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
観
光
課

　

☎（
32
）8
9
0
7

くらしの情報

空
き
店
舗
活
用
事
業

奨
励
金
を
ご
活
用
く

だ
さ
い

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募
　
　
集

相
　
　
談

就
　
　
職


